
○流山市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則  

平成６年１０月１日 

規則第２６号  

改正  平成１０年３月３０日規則第４号  

（趣旨）  

第１条  行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「法」という。）、

千葉県行政手続条例（平成７年千葉県条例第４８号。以下「県条例」

という。）及び流山市行政手続条例（平成９年流山市条例第２３号。

以下「市条例」という。）に基づき市長及び市長の権限に属する事務

を委任された者（以下「市の機関」という。）が行う聴聞及び弁明の

機会の付与については、法令に特別な定めのある場合を除くほか、こ

の規則の定めるところによる。  

（聴聞の通知）  

第２条 法第１５条第１項、県条例第１５条第１項又は市条例第１５条

第１項の規定による通知は、聴聞通知書（別記第１号様式）により行

うものとする。  

２  法第１５条第３項、県条例第１５条第３項又は市条例第１５条第３

項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書

（別記第２号様式）を掲示して行うものとする。  

（聴聞の期日及び場所の変更）  

第３条 法第１５条第１項、県条例第１５条第１項又は市条例第１５条

第１項の通知を受けた者（第１５条第３項後段、県条例第１５条第３

項後段又は市条例第１５条第３項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、やむを

得ない理由がある場合には、市の機関に対し、聴聞の期日又は場所の

変更を申し出ることができる。  

２  市の機関は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は

場所を変更することができる。  

３  市の機関は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したとき

は、速やかに、聴聞期日（場所）変更通知書（別記第３号様式）によ

り当事者及び参加人（その時までに法第１７条第１項、県条例第１７

条第１項又は市条例第１７条第１項の求めを受諾し、又はこれらの許

可を受けている者に限る。）に通知しなければならない。  



（代理人）  

第４条 法第１６条第３項（法第１７条第３項及び第３１条において準

用する場合を含む。）、県条例第１６条第３項（県条例第１７条第３

項及び第２９条において準用する場合を含む。）又は市条例第１６条

第３項（市条例第１７条第３項及び第２９条において準用する場合を

含む。）の規定による証明は、委任状（別記第４号様式）を市の機関

に提出して行うものとする。  

２  法第１６条第４項（法第１７条第３項及び第３１条において準用す

る場合を含む。）、県条例第１６条第４項（県条例第１７条第３項及

び第２９条において準用する場合を含む。）又は市条例第１６条第４

項（市条例第１７条第３項及び第２９条において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、代理人資格喪失届（別記第５号様式）を

市の機関に提出して行うものとする。 

（関係人の参加許可の手続）  

第５条 法第１７条第１項、県条例第１７条第１項又は市条例第１７条

第１項の規定により許可を受けようとする者は、聴聞の期日の７日前

までに、参加許可申請書（別記第６号様式）を主宰者に提出しなけれ

ばならない。  

２  主宰者は、法第１７条第１項、県条例第１７条第１項又は市条例第

１７条第１項に規定する許可をしたときは、速やかに、参加許可通知

書（別記第７号様式）を当該許可を申請した者に通知しなければなら

ない。  

（文書等の閲覧の手続）  

第６条 法第１８条第１項、県条例第１８条第１項又は市条例第１８条

第１項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧請

求書（別記第８号様式）を市の機関に提出しなければならない。ただ

し、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧

については、口頭で求めることができる。  

２  市の機関は、法第１８条第１項、県条例第１８条第１項又は市条例

第１８条第１項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を

除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知

しなければならない。この場合において、市の機関は、聴聞の審理に

おける当事者及び参加人の意見陳述の準備を妨げることがないよう配



慮するものとする。 

３  市の機関は、聴聞の期日における審査の進行に応じて必要となった

資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させること

ができないとき（法第１８条第１項後段、県条例第１８条第１項後段

又は市条例第１８条第１項後段の規定による拒否の場合を除く。）

は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しな

ければならない。この場合において、主宰者は、法第２２条第１項、

県条例第２２条第１項又は市条例第２２条第１項の規定により、当該

閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。  

（主宰者の指名）  

第７条 法第１９条第１項、県条例第１９条第１項又は市条例第１９条

第１項の規定による主宰者の指名は、次項の場合を除き、法第１５条

第１項、県条例第１５条第１項又は市条例第１５条第１項の聴聞の通

知の時までに行うものとする。  

２  主宰者が法第１９条第２項各号、県条例第１９条第２項各号又は市

条例第１９条第２項各号のいずれかに該当することとなったときは、

市の機関は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その旨を当事者及び

参加人に通知するものとする。  

（補佐人）  

第８条 法第２０条第３項、県条例第２０条第３項又は市条例第２０条

第３項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴

聞の期日の７日前までに、補佐人出頭許可申請書（別記第９号様式）

を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第２２条第２項（法

第２５条後段において準用する場合を含む。）、県条例第２２条第２

項（県条例第２５条後段において準用する場合を含む。）又は市条例

第２２条第２項（市条例第２５条後段において準用する場合を含

む。）の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐

人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについて

は、この限りでない。  

２  主宰者は、法第２０条第３項、県条例第２０条第３項又は市条例第

２０条第３項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やか

に、補佐人出頭許可通知書（別記第１０号様式）により当該許可を申

請した者に通知しなければならない。 



３ 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、

当事者又は参加人が陳述したものとみなす。  

（聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持）  

第９条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて

陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるとき

は、その者に対し、その陳述を制限することができる。 

２  主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、

聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等

適当な措置を執ることができる。  

（聴聞の期日における審理の公開）  

第１０条 市の機関は、聴聞の期日における審理を公開する場合は、聴

聞の期日及び場所を公告するものとする。この場合において、当事者

及び参加人（その時までに法第１７条第１項、県条例第１７条第１項

又は市条例第１７条第１項の求めを受諾し、又はこれらの許可を受け

ている者に限る。）に対し、速やかに、その旨を通知するものとす

る。  

（陳述書の提出）  

第１１条 法第２１条第１項、県条例第２１条第１項又は市条例第２１

条第１項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞

の件名並びに当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面によ

り行うものとする。 

（聴聞の続行の通知）  

第１２条 法第２２条第２項本文、県条例第２２条第２項本文又は市条

例第２２条第２項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書（別記第

１１号様式）により行うものとする。 

（聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項）  

第１３条 法第２４条第１項、県条例第２４条第１項又は市条例第２４

条第１項の調書は、聴聞調書（別記第１２号様式）によるものとす

る。  

２  前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と

認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするも

のとする。  

３  法第２４条第３項、県条例第２４条第３項又は市条例第２４条第３



項の報告書は、聴聞報告書（別記第１３号様式）によるものとする。  

（聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続）  

第１４条 法第２４条第４項、県条例第２４条第４項又は市条例第２４

条第４項の規定により調書又は報告書の閲覧を求めようとするとき

は、聴聞調書・聴聞報告書閲覧請求書（別記第１４号様式）を、聴聞

の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市の機関に提

出しなければならない。  

２  主宰者又は市の機関は、法第２４条第４項、県条例第２４条第４項

又は市条例第２４条第４項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧さ

せる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求し

た者に通知しなければならない。  

（聴聞の再開の通知）  

第１５条 法第２５条において準用する法第２２条第２項本文、県条例

第２５条において準用する県条例第２２条第２項本文又は市条例第２

５条において準用する市条例第２２条第２項本文の規定による通知

は、聴聞再開通知書（別記第１５号様式）により行うものとする。  

（弁明書の提出）  

第１６条 法第２９条第１項、県条例第２７条第１項又は市条例第２７

条第１項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明

の件名並びに弁明を記載して行うものとする。  

（弁明の機会の付与の通知）  

第１７条 法第３０条、県条例第２８条又は市条例第２８条の規定によ

る通知は、弁明の機会付与通知書（別記第１６号様式）により行うも

のとする。  

２  法第３１条において準用する法第１５条第３項、県条例第２９条に

おいて準用する県条例第１５条第３項又は市条例第２９条において準

用する市条例第１５条第３項の規定により掲示場に掲示する場合にお

いては、弁明の機会付与公示通知書（別記第１７号様式）を掲示して

行うものとする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（流山市建築基準法施行細則の一部改正）  



２ 流山市建築基準法施行細則（昭和６２年流山市規則第１号）の一部

を次のように改正する。  

第４条を次のように改める。  

（意見の聴取）  

第４条 法に基づく意見の聴取に関しては、流山市建築基準法に基づ

く意見の聴取に関する規則（昭和６２年流山市規則第２号）の定め

るところによる。  

（流山市建築関係聴聞規則の一部改正）  

３  流山市建築関係聴聞規則（昭和６２年流山市規則第２号）の一部を

次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

流山市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則  

第１条及び第２条中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。  

第３条中「聴聞」を「意見の聴取」に、「聴聞しようと」を「意見

の聴取をしようと」に、「聴聞通知書」を「意見の聴取通知書」に改

める。  

第４条の見出しを「（意見聴取会）」に改め、同条中「聴聞」を

「意見の聴取」に、「聴聞会」を「意見聴取会」に改める。  

第５条中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。  

第６条中「聴聞」を「意見の聴取」に、「被聴聞者」を「被聴取

者」に改める。  

第７条第１項中「被聴聞者」を「被聴取者」に、「聴聞」を「意見

の聴取」に、「聴聞期日延期願」を「意見の聴取期日延期願」に改

め、同条第２項及び第３項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条

第４項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「被聴聞者」を「被聴取者」

に改め、同条第５項中「聴聞通知書」を「意見の聴取通知書」に改め

る。  

第８条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「被聴

聞者」を「被聴取者」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改める。  

第９条（見出しを含む。）及び第１０条第１項中「聴聞」を「意見

の聴取」に改める。 

第１２条中「被聴聞者」を「被聴取者」に、「聴聞」を「意見の聴

取」に改める。  



第１３条第２項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。 

第１４条中「聴聞」を「意見の聴取」に、「聴聞会」を「意見聴取

会」に改める。  

第１５条第１項中「聴聞会」を「意見聴取会」に改め、同条第２項

第２号中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同項第３号中「被聴聞

者」を「被聴取者」に改め、同項第４号中「聴聞」を「意見の聴取」

に改める。  

第１７条中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。  

別記第１号様式中「聴聞通知書」を「意見の聴取通知書」に、「流

山市建築関係聴聞規則」を「流山市建築基準法に基づく意見の聴取に

関する規則」に、「聴聞」を「意見の聴取」に、「聴聞期日延期願」

を「意見の聴取期日延期願」に改める。  

別記第２号様式中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。 

別記第３号様式中「 」を削り、「聴聞」を「意見の聴取」に

改める。  

別記第４号様式中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。 

別記第５号様式中「聴聞期日延期願」を「意見の聴取期日延期願」

に、「流山市建築関係聴聞規則」を「流山市建築基準法に基づく意見

の聴取に関する規則」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改める。  

（流山市都市計画関係聴聞規則の廃止）  

４  流山市都市計画関係聴聞規則（平成２年流山市規則第１４号）は、

廃止する。  

５  この規則の施行前に改正前の流山市建築関係聴聞規則又は流山市都

市計画関係聴聞規則の規定により通知された法令に基づく聴聞の手続

に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附  則（平成１０年３月３０日規則第４号）  

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。  



別記  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記  

第１号様式（第２条第１項）  

第２号様式（第２条第２項）  

第３号様式（第３条第３項）  

第４号様式（第４条第１項）  

第５号様式（第４条第２項）  

第６号様式（第５条第１項）  

第７号様式（第５条第２項）  

第８号様式（第６条第１項）  

第９号様式（第８条第１項）  

第１０号様式（第８条第２項）  

第１１号様式（第１２条）  

第１２号様式（第１３条第１項）  

第１３号様式（第１３条第３項）  

第１４号様式（第１４条第１項）  

第１５号様式（第１５条）  

第１６号様式（第１７条第１項）  

第１７号様式（第１７条第２項）  

 


